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リサイクル燃料貯蔵株式会社 

保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

第 1 章 総則   

（目的） 

第１条 この規定は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）」第 43 条の 20 第

１項の規定に基づき，リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯

蔵施設（以下「使用済燃料貯蔵施設」という。）に係る保安に関す

る事項を定め，核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染され

た物（以下「核燃料物質等」という。）による災害の防止を図るこ

とを目的とする。 

 

 

（事業許可記載なし） 

・保安規定審査基準の記載

「貯蔵規則第３７条第１項

第２０号 その他必要な事

項 ２．保安規定を定める

「目的」が、核燃料物質又は

核燃料物質によって汚染さ

れた物による災害の防止を

図るものとして定められて

いること。」と保安規定の記

載は整合している。  

（適用範囲） 

第2条 使用済燃料貯蔵施設の保安に係る運用に関して適用する。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

2. 適用範囲 

品質管理に関する事項は，リサイクル燃料備蓄センターの保安活

動に適用する。 

・保安規定に係る適用範囲

であり，本文七号に記載さ

れるため，保安規定記載は

これに整合している。 

（規定の遵守） 

第 3条 リサイクル燃料備蓄センター（以下「センター」という。）

のセンター員は，センターにおいて使用済燃料貯蔵の事業に関

する業務を行う場合は，この規定を遵守しなければならない。 

２ リサイクル燃料備蓄センター長（以下「センター長」という。）

は，第１項以外の者に使用済燃料貯蔵施設において使用済燃料

貯蔵の事業に関する業務を行わせる場合は，契約等によりこの

規定を遵守させなければならない。 

  なお，この規定において本項の者を「請負事業者等」という。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持

って品質マネジメントシステムを確立させ，実施させるとともに，そ

の実効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって

実証する。 

（中略） 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの

重要性を要員に周知すること。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

・本文七号 5.1 経営者の原

子力安全のためのリーダー

シップ(6)において，社長の

法令等を確実に遵守するた

めの取組について記載され

ており，保安規定記載はこ

れに整合している。 

 

 

 

 

 

・添付書類三に組織が適格

に業務，操作，保守を遂行で

きるために保安規定を定め

る旨の記載があり，保安規

定記載はこの考え方に整合

している。 
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設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」

第43条の20第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める。 

（関係法令及び保安規定の遵守の意識の向上） 

第４条 社長は，第２条に係る保安に係る運用を実施するにあた

り，関係法令及び保安規定の遵守が確実に行われるよう，基本方

針を定めるとともに，必要に応じて基本方針の見直しを行う。 

２ 企画総務部長は，関係法令及び保安規定の遵守が確実に行わ

れるようにするため，「法令等の遵守に係る活動マニュアル」を

定め，これに基づき次の事項を実施する。 

(1) 第１項の基本方針に基づき，関係法令及び保安規定の遵守の

意識を定着させるための活動計画を年度毎に策定する。 

(2) 第３項の関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるた

めの活動状況を評価し，その結果を社長に報告し，必要に応じて

指示を受ける。 

(3) (2)の活動状況の評価結果及び指示を，関係法令及び保安規定

の遵守の意識を定着させるための活動計画に反映する。 

３. 第６条の組織は，第２項(1)の活動計画に基づき，関係法令及

び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動を実施する。 

 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

5. 経営責任者等の責任 

5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 

社長は，原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し，責任を持

って品質マネジメントシステムを確立させ，実施させるとともに，そ

の実効性を維持していることを，次に掲げる業務を行うことによって

実証する。 

（中略） 

(6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保すること

の重要性を要員に周知すること。 

・本文七号 5.1 経営者の原

子力安全のためのリーダー

シップ(6)において，社長の

法令等を確実に遵守するた

めの取組について記載され

ており，保安規定記載はこ

れに整合している。 

第 3 章 保安管理体制   

（保安に関する組織） 

第６条 使用済燃料貯蔵施設の保安に関する組織は，図６のとおりと

する。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手

順を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるように

する。 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

(1) 社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に

掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維

持されているようにすること。 

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要

性について，社長に報告すること。 

・本文七号 5.5 責任，権限

及びコミュニケーションに

おいて，組織の責任と権限

を明確化する旨記載されて

おり，保安規定記載はこれ

に整合している。 
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図６ リサイクル燃料備蓄センターの保安に関する組織 

ｃ．健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力

の安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

ｄ．関係法令を遵守すること。 

5.5.3 管理者 

(1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管

理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務に係る責任

及び権限を与える。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その

実効性が維持されているようにすること。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するよう

にすること。 

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

ｄ．健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

(2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，原子力の安全

のためのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確実に実施

する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業

務の実施状況を監視測定すること。 

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力

の安全への取組を積極的に行えるようにすること。 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係す

る要員に確実に伝達すること。 

ｄ．常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させる

とともに，要員が，積極的に使用済燃料貯蔵施設の保安に関す

る問題の報告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにす

ること。 

(3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ

定められた間隔で行う。 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されて

いるようにするとともに，品質マネジメントシステムの実効性に関す

る情報が確実に伝達されるようにする。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付書類三に組織構成に

係る記載があり，保安規定
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(1) 設計及び工事のための組織 

社長の下，金属キャスクを含む使用済燃料貯蔵建屋等の設計につ

いては企画総務部,防災安全部,技術安全部,貯蔵保全部,キャスク設

計製造部が実施し，品質保証部は各部の品質保証を統括し，品質監

査部は内部監査を実施する。さらに，品質保証に関する基本方針を

全社的観点から審議する品質保証委員会を設置する。2020 年２月１

日現在における使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事に係る組織を第

１図に示す。 

使用済燃料貯蔵施設の工事に当たっては，基本・詳細設計の実施管

理，着工後工事の進捗に伴う工事管理及び技術統括に係る責任・権

限を明確化し，使用済燃料の貯蔵の事業に係る「核原料物質，核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」と

いう。）等関係法令に基づく諸手続き，設計の実施・管理，工事の施

工管理，品質保証等の業務を適確に遂行できる組織が適切に構築さ

れている。 

（略） 

 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」第

43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める。 

 

記載はこの考え方に整合し

ている。 

 

（保安に関する職務） 

第７条 保安に関する職務は次のとおり。 

(1) 社長は，トップマネジメントとして，管理責任者を指揮し，品質

マネジメントシステムの構築，実施，維持，改善に関して，保安活

動を統轄するとともに，関係法令及び保安規定の遵守の意識を定着

させるための活動並びに健全な安全文化を育成及び維持するため

の活動を統轄する。また，保安に関する組織から適宜報告を求め，

原子力安全を最優先し必要な指示を行う。 

(2) 品質監査部長は，管理責任者（内部監査に限る。）として，品質

保証活動に関わる内部監査を統括管理する。また，関係法令及び保

安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健全な安全文

化を育成及び維持するための活動を統括する（品質監査グループに

限る。）。 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

5.5 責任，権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

社長は，部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手

順を定めさせ，関係する要員が責任を持って業務を遂行できるように

する。 

5.5.2 品質マネジメントシステム管理責任者 

(1) 社長は，品質マネジメントシステムを管理する責任者に，次に

掲げる業務に係る責任及び権限を与える。 

ａ．プロセスが確立され，実施されるとともに，その実効性が維

持されているようにすること。 

ｂ．品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要

 
・本文七号 5.5 責任，権限

及びコミュニケーション，

8.2.4 機器等の検査等にお

いて，組織の責任と権限を

明確化する旨記載，使用前

事業者検査等の独立性につ

いて記載されており，保安

規定記載はこれに整合して

いる。 
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(3) 品質監査グループは，品質保証活動の監査を行う。 

(4) センター長は，管理責任者として，企画総務部，品質保証部，防

災安全部，技術安全部，地域交流部，貯蔵保全部及びキャスク設計

製造部を指導監督し，使用済燃料貯蔵業務を統括する。また，関係

法令及び保安規定の遵守の意識を定着させるための活動並びに健

全な安全文化を育成及び維持するための活動を統括する（品質監査

グループを除く）。 

(5) 企画グループは，要員の計画に関する業務を行う。 

(6) 総務グループは，要員の管理，保安教育，通信連絡設備の施設管

理，関係法令及び保安規定の遵守の意識の定着に関する業務を行

う。 

(7) 経理グループは，調達先の評価・選定に関する業務及び調達に関

する業務 を行う。 

(8) 品質保証グループは，品質保証活動（内部監査を除く。）の管理

に関する業務を行う。 

(9) 防災安全グループは，非常時の措置，初期消火活動のための体制

の整備の運営管理，消防設備のうち，動力消防ポンプの施設管理並

びに安全文化の育成及び維持に関する業務を行う。 

(10) 技術グループは，技術的な総括業務及び許認可対応に関する業

務を行う。 

(11) 環境・放射線管理グループは，放射線管理設備の施設管理，放

射線の管理に関する業務，放射性固体及び液体廃棄物の管理に関す

る業務を行う。 

(12) 立地・広報グループは，地元自治体や報道機関等に対する広聴・

広報活動に関する業務を行う。 

(13) 地域交流グループは，立地地域住民や各種団体等に対する広聴・

広報活動に関する業務を行う。 

(14) 保全グループは，機械設備，電気設備，計測制御設備の施設管

理に関する業務を行う。 

(15) 貯蔵グループは，貯蔵管理に関する業務を行う。 

(16) 土木･建築グループは，建物・構築物および消防設備の施設管理

に関する業務を行う。 

(17) キャスク設計製造グループは，金属キャスクの調達 に関する

業務を行う。 

性について，社長に報告すること。 

ｃ．健全な安全文化を育成し，及び維持することにより，原子力

の安全の確保についての認識が向上するようにすること。 

ｄ．関係法令を遵守すること。 

5.5.3 管理者 

(1) 社長は，次に掲げる業務を管理監督する地位にある者（以下「管

理者」という。）に，当該管理者が管理監督する業務に係る責任

及び権限を与える。 

ａ．個別業務のプロセスが確立され，実施されるとともに，その

実効性が維持されているようにすること。 

ｂ．要員の個別業務等要求事項についての認識が向上するよう

にすること。 

ｃ．個別業務の実施状況に関する評価を行うこと。 

ｄ．健全な安全文化を育成し，及び維持すること。 

ｅ．関係法令を遵守すること。 

(2) 管理者は，(1)の責任及び権限の範囲において，原子力の安全

のためのリーダーシップを発揮し，次に掲げる事項を確実に実施

する。 

ａ．品質目標を設定し，その目標の達成状況を確認するため，業

務の実施状況を監視測定すること。 

ｂ．要員が，原子力の安全に対する意識を向上し，かつ，原子力

の安全への取組を積極的に行えるようにすること。 

ｃ．原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を，関係す

る要員に確実に伝達すること。 

ｄ．常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させる

とともに，要員が，積極的に使用済燃料貯蔵施設の保安に関す

る問題の報告を行えるようにすること。 

ｅ．要員が，積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにす

ること。 

(3) 管理者は，管理監督する業務に関する自己評価を，あらかじめ

定められた間隔で行う。 

5.5.4 組織の内部の情報の伝達 

社長は，組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されて

いるようにするとともに，品質マネジメントシステムの実効性に関す

る情報が確実に伝達されるようにする。 

8.2.4 機器等の検査等 

（中略） 

(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独
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保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器

等を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすること

その他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が

損なわれないことをいう。）を確保する。 

(6) 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自

主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門

に属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすることその

他の方法により，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれない

ことをいう。）を確保する。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」第

43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・添付書類三 (5)操作及び

保守のための組織に役割分

担は保安規定において明確

に定める旨の記載があり，

保安規定記載はこれに整合

している。 

 

 

（使用済燃料貯蔵施設保安委員会） 

第８条  

1. センターに使用済燃料貯蔵施設保安委員会（以下「保安委員会」

という。）を設置する。 

2．保安委員会は，使用済燃料貯蔵施設の保安に関する次の事項を審

議又は報告を受け確認する。 

(1) 使用済燃料貯蔵事業（変更）許可申請書本文に記載の構築物，系

統及び機器の変更 

(2) 保安規定の変更  

(3) 保安教育に関する事項 

(4) その他保安委員会で定めた審議事項 

3．保安委員会は，センター長を委員長とする。 

4．保安委員会は，委員長，品質保証部長，貯蔵保全部長，技術安全

部長，防災安全部長，企画総務部長，地域交流部長に加え，ＧＭ以

上の職位の者から委員長が指名した者で構成する。 

5．委員長は，保安上重要な審議結果について，定期的に社長に報告

する。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(8) 操作及び保守に係る品質保証活動 

「(4) 設計及び工事に係る品質保証活動」に示した方針に基づく体

制を継続する。 

また，操作及び保守に係る品質保証活動を適確に遂行するために，

「原子炉等規制法」第 43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，

この中で品質保証体制等を明確にするとともに，使用済燃料貯蔵施

設保安委員会を設置する。 

・添付書類三（8）操作及び

保守に係る品質保証活動に

使用済燃料貯蔵施設保安委

員会を設置する旨の記載が

あり，保安規定記載はこれ

に整合している。 
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保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

（使用済燃料取扱主任者の選任） 

 

（使用済燃料取扱主任者の職務等） 

 

第 4 章 貯蔵管理   

第 5 章 放射性廃棄物管理   

第 6 章 放射線管理   

第 7 章 施設管理   

（施設管理に係る計画，実施，評価及び改善） 

第９条 表７-１に示す使用済燃料貯蔵施設について，使用済燃料貯

蔵の事業の許可（変更許可）を受けた設備に係る事項及び「使用済

燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」を含む要求事項の適合を維

持し，使用済燃料貯蔵施設の安全を確保するため，以下の施設管理

に係る計画を定め，実施，評価及び改善する。 

表７-１ 施設の管理に関する業務の施設所管ＧＭ 

施設名称 施設所管ＧＭ 

使用済燃料貯蔵設備本体 キャスク設計製造ＧＭ 

機械設備，電気設備，計測制御設備 保全ＧＭ 

建物・構築物，消防設備 土木・建築ＧＭ，防災安全ＧＭ 

放射線管理設備 環境・放射線管理ＧＭ，保全ＧＭ 

通信連絡設備 総務ＧＭ 

 

 

  

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

（中略） 

4.2.2 品質マニュアル 

組織は，品質マニュアルに次に掲げる事項を定める。 

(1) 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(2) 保安活動の計画，実施，評価及び改善に関する事項 

(3) 品質マネジメントシステムの適用範囲 

(4) 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照

情報 

(5) プロセスの相互の関係 

 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」第

43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める 

・本文七号 4.1 品質マネジ

メントシステムに係る要求

事項に，保安活動にかかわ

る計画，実施，評価及び改善

に係る記載があり，保安規

定記載はこれに整合してい

る。 

・添付書類三(5)操作及び保

守のための組織に使用済燃

料貯蔵施設の施設管理（保

守管理）に係る記載があり，

保安規定記載はこれに整合

している。 
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保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

（施設管理方針及び施設管理目標） 

第 10 条 社長は，使用済燃料貯蔵施設の安全確保を最優先として，

施設管理の継続的な改善を図るため，施設管理の現状等を踏まえ，

施設管理方針を定める。また，社長は，施設管理の有効性評価の結

果を踏まえ，施設管理方針の見直しを行う。 

２ センター長は，次に掲げる事項について実施する。 

(1) 施設管理方針に基づき，管理の改善を図るための施設管理目標

を設定する。 

(2) 施設管理の結果の確認・評価及び施設管理の有効性評価の結果

を踏まえ，施設管理目標の見直しを行う。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 社長は，部門において，品質目標（個別業務等要求事項への適

合のために必要な目標を含む。）が定められているようにする。 

(2) 社長は，品質目標が，その達成状況を評価し得るものであって，

かつ，品質方針と整合的なものとなるようにする。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」第

43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める 

・本文七 5.4.1 品質目標に，

施設管理を含む個別業務に

ついて目標を定め，その達

成状況の評価に係る記載が

あり，保安規定記載はこれ

に整合している。 

・添付書類三(5)操作及び保

守のための組織に使用済燃

料貯蔵施設の施設管理（保

守管理）に係る記載があり，

保安規定記載はこれに整合

している。 

（施設管理に係る個別業務計画の策定） 

第 11 条 各部長は，各職位（この規定において「各職位」とは，第

６条に示すに示す組織におけるＧＭ以上の者をいう。）に次に掲げ

る施設管理に係る個別業務を実施するための個別業務計画を策定

させる。 

(1) 施設管理対象範囲の選定 

(2) 施設管理の重要度の設定 

(3) 施設管理指標の設定，監視計画の策定及び監視 

(4) 施設管理に関する計画の策定 

(5) 施設管理の実施 

(6) 施設管理の結果の確認・評価 

(7) 施設管理活動の不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置 

(8) 施設管理の有効性評価 

(9) 構成管理 

(10) 設計管理 

(11) 作業管理 

(12) 使用前検査及び使用前事業者検査の実施 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定する

とともに，そのプロセスを確立する。 

(2) 組織は，(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別

業務等要求事項との整合性を確保する。 

(3) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）

の策定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変

更により起こり得る結果 

ｂ．機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

ｃ．機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書

及び資源 

・本文七 7．個別業務に関す

る計画の策定及び個別業務

の実施に，施設管理を含む

個別業務について目標を定

め，その達成状況の評価に

係る記載があり，保安規定

記載はこれに整合してい

る。 
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２ 各職位は，施設管理の結果の確認・評価及び施設管理の有効性評

価の結果を踏まえ，施設管理に係る個別業務計画の見直しを行う。 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこ

れらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下

「合否判定基準」という。） 

ｅ．個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が

個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

(4) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に

適したものとする。 

（施設管理対象範囲の選定） 

第 12 条 各部長は，使用済燃料貯蔵施設の中から，施設管理を行う

べき対象範囲として，次の各号の設備を選定する。 

(1) 「使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」に適合する必要のある設備（表７-１） 

(2) 「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」に適合する必要

のある設備（表７-１） 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定する

とともに，そのプロセスを確立する。 

(2) 組織は，(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別

業務等要求事項との整合性を確保する。 

(3) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）

の策定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変

更により起こり得る結果 

ｂ．機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

ｃ．機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書

及び資源 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこ

れらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下

「合否判定基準」という。） 

ｅ．個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が

個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

(4) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に

適したものとする。 

・本文七 7．個別業務に関す

る計画の策定及び個別業務

の実施に，施設管理を含む

個別業務に関する計画に機

器等又は個別業務に係る品

質目標及び個別業務等要求

事項を明確することが記載

されており，保安規定記載

はこれに整合している。 

 

（施設管理の重要度の設定） 

第 13 条 表７-１に示す施設を所管する施設所管ＧＭ（以下「施設

所管ＧＭ」という。）は，施設管理対象範囲に対して，使用済燃料

貯蔵施設の安全性を確保するため，「使用済燃料貯蔵施設の位置，

構造及び設備の基準に関する規則」に基づく安全機能を考慮した

施設の管理に用いる重要度を設定する。なお，建設段階中の管理

の特徴を踏まえ個別業務の内容により，重要度を一律とすること

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

・本文七 4.1 品質マネジ

メントシステム(1)，(2)に，

個別業務の重要度を考慮し

品質マネジメントシステム

を確立，運用することが記

載されており，保安規定記

載はこれに整合している。 
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保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

ができる。 (1) 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質マネジメントシ

ステムを確立し，実施するとともに，その実効性を維持するため，

その改善を継続的に行う。 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステム

を確立し，運用する。この場合において，次に掲げる事項を適切に

考慮する。 

ａ．使用済燃料貯蔵施設，組織，又は個別業務の重要度及びこれら

の複雑さの程度 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連

する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関

連する潜在的影響の大きさ 

ｃ．機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活

動が不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る

影響 

 

（施設管理指標の設定，監視計画の策定及び監視） 

第 14 条 各部長は，施設管理の有効性を監視，評価するために，施

設管理目標の中で施設管理指標を設定する。 

２ 各部長は，施設所管ＧＭに，施設管理指標ごとに具体的な施設管

理目標値を設定させる。 

３ 各部長は，施設管理の結果の確認・評価及び施設管理の有効性評

価の結果を踏まえ，必要に応じて設定した施設管理指標及び具体的

な施設管理目標値の見直しを行う。 

４ 各部長は，施設所管ＧＭに，設定した施設管理指標の監視項目，

監視方法を具体的に定めた監視計画を策定させる。なお，監視計画

には，計画の始期及び期間に関することを含める。 

５ 各部長は，施設所管ＧＭに，監視計画に基づき施設管理指標に関

する情報の採取及び監視を実施させ，その結果を記録させる。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(1) 組織は，品質管理に関する事項に従って，品質マネジメントシ

ステムを確立し，実施するとともに，その実効性を維持するため，

その改善を継続的に行う。 

(2) 組織は，保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステム

を確立し，運用する。この場合において，次に掲げる事項を適切に

考慮する。 

ａ．使用済燃料貯蔵施設，組織，又は個別業務の重要度及びこれら

の複雑さの程度 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連

する原子力の安全に影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関

連する潜在的影響の大きさ 

ｃ．機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活

動が不適切に計画され，若しくは実行されたことにより起こり得る

影響 

(3) 組織は，使用済燃料貯蔵施設に適用される関係法令（以下「関

係法令」という。）を明確に認識し，品管規則が要求する文書その他

品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質

・本文七 4. 品質マネジメ

ントシステムに，施設管理

を含む個別業務について，

プロセスの運用，監視を行

うことが記載されており，

保安規定記載はこれに整合

している。 
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マネジメント文書」という。）に明記する。 

(4) 組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確に

するとともに，そのプロセスを組織に適用することを決定し，次に

掲げる業務を行う。 

ａ．プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達

成される結果を明確にする。 

ｂ．プロセスの順序及び相互関係を明確にする。 

ｃ．プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な組織の保安活

動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指

標に係る判定基準を明確に定める。 

ｄ．プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）

に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限

の明確化を含む。）。 

ｅ．プロセスの運用状況を監視測定し分析する。ただし，監視測定

することが困難である場合は，この限りでない。 

ｆ．プロセスについて，意図した結果を得，及び実効性を維持する

ための措置を講ずる。 

ｇ．プロセス及び組織の体制を品質マネジメントシステムと整合的

なものとする。 

（施設管理に関する計画の策定） 

第 15 条 各部長は，施設管理対象範囲に対し，以下の施設管理の実

施に関する計画（計画の始期及び期間に関するものを参照すること

ができるものを含む。）を策定する。 

(1) 設計及び工事の計画（本条第２項(1)及び(2)） 

(2) 点検の計画（本条第２項(3)） 

(3) 特別な施設管理の実施計画（本条第２項(4)） 

２ 施設所管ＧＭは，施設管理対象範囲に対し，施設管理の重要度を

勘案した，以下の施設管理の実施に必要な計画を策定する。 

(1) 設計の計画 

a）施設所管ＧＭは，設計の実施に当たり，あらかじめその方法及び

実施時期を定めた設計の計画を策定する。 

(2) 工事の計画 

a）各職位は，工事の実施（現地工事の開始から使用済燃料貯蔵施設

の使用を開始するまでの期間中）に当たり，あらかじめその方法及

び実施時期を定めた工事の計画を策定する。 

b）施設所管ＧＭは，工事を実施する構造物，系統及び機器が，所定

の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するまでに，自主

検査等及び使用前事業者検査の計画を策定する。施設所管ＧＭは，

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 

(1) 組織は，個別業務に必要なプロセスについて，計画を策定する

とともに，そのプロセスを確立する。 

(2) 組織は，(1)の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別

業務等要求事項との整合性を確保する。 

(3) 組織は，個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）

の策定又は変更を行うに当たり，次に掲げる事項を明確にする。 

ａ．個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変

更により起こり得る結果 

ｂ．機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項 

ｃ．機器等又は個別業務に固有のプロセス，品質マネジメント文書

及び資源 

ｄ．使用前事業者検査等，検証，妥当性確認及び監視測定並びにこ

れらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準（以下

・本文七 7．個別業務に関す

る計画の策定及び個別業務

の実施に，施設管理を含む

個別業務について目標を定

め，その達成状況の評価に

係る記載があり，保安規定

記載はこれに整合してい

る。 
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上記の自主検査等及び使用前事業者検査の計画に，検査の具体的な

方法，所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するた

めに必要な項目，評価方法及び管理基準，実施時期を定める。 

(3) 使用前点検の計画 

a）施設所管ＧＭは，使用前検査及び使用前事業者検査の実施後（使

用前事業者検査要領書単位）から使用済燃料貯蔵施設の使用を開始

するまでの間に，使用前点検を行う場合は，あらかじめその方法及

び使用前点検が必要な機器等又は系統を適宜明確にし，それらを点

検するための実施時期を定めた使用前点検の計画を策定する。 

(4) 特別な施設管理の実施計画 

a）施設所管ＧＭは，地震，事故等により工事を長期停止し，長期保

管を伴った施設管理を実施する場合は，特別な措置として，あらか

じめ使用済燃料貯蔵施設の状態に応じた施設管理方法及び実施時

期を定めた特別な施設管理の実施計画を策定する。 

b）施設所管ＧＭは，特別な施設管理の実施計画に基づき施設管理を

実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状態に

あることを点検により確認・評価する時期までに，次に掲げる事項

を定める。 

① 点検の具体的方法 

② 所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために

必要な点検の項目，評価方法及び管理基準 

③ 点検の実施時期 

３ 各職位は，施設管理の結果の確認・評価及び施設管理の有効性評

価の結果を踏まえ，施設管理の実施に関する計画の見直しを行う。 

「合否判定基準」という。） 

ｅ．個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が

個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録 

(4) 組織は，策定した個別業務計画を，その個別業務の作業方法に

適したものとする。 

（施設管理の実施） 

第 16 条 施設所管ＧＭは，施設管理に関する計画に基づき，施設

管理を実施し，記録する。 

 

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(5) 操作及び保守のための組織 

使用済燃料貯蔵施設の事業開始に当たっては，保守部門等を適宜

設け，その業務を適確に実施し，かつ，調達内容を適確に管理する

ことにより，その業務を適確に遂行することができるようにする。 

また，操作及び保守を適確に遂行するために，「原子炉等規制法」第

43 条の 20 第１項に基づいて保安規定を定め，この中で操作及び保

守のための組織を明確に定める 

・添付書類三(5)操作及び保

守のための組織に，使用済

燃料貯蔵施設の施設管理

（保守管理）について保安

規定に従い実施する記載が

あり，保安規定記載はこれ

に整合している。 

(施設管理の結果の確認・評価) 

第 17 条 施設所管ＧＭは，施設管理の実施段階で採取した施設管理

の結果から，所定の時期（所定の機能が要求される時又はあらかじ

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

・本文七号 7.2 個別業務

要求事項に関するプロセス

に，施設管理を含む個別業
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め計画された施設管理の完了時）までに，次に掲げる事項を実施す

る。 

(1) 設計の結果の確認・評価及びその記録の作成 

(2) 工事の結果の確認・評価及びその記録の作成 

(3) 合否判定をもって検証するための自主検査等及び使用前事業者

検査の結果の確認・評価及びその記録の作成 

(4) 使用前点検の結果の確認・評価及びその記録の作成 

(5) 特別な施設管理の結果の確認・評価及びその記録の作成 

な体制の整備に関する事項 

 

 

7.2 個別業務等要求事項に関するプロセス 

7.2.1 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

組織は，次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定める。 

(1) 組織の外部の者が明示してはいないものの，機器等又は個別業

務に必要な要求事項 

(2) 関係法令 

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか，組織が必要とする要求事項 

7.2.2 個別業務等要求事項の審査 

(1) 組織は，機器等の使用又は個別業務の実施に当たり，あらかじ

め，個別業務等要求事項の審査を実施する。 

(2) 組織は，個別業務等要求事項の審査を実施するに当たり，次に

掲げる事項を確認する。 

ａ．当該個別業務等要求事項が定められていること。 

ｂ．当該個別業務等要求事項が，あらかじめ定められた個別業務等

要求事項と相違する場合においては，その相違点が解明されている

こと。 

ｃ．組織が，あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合する

ための能力を有していること。 

(3) 組織は，(1)の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき

講じた措置に係る記録を作成し，これを管理する。 

務等要求事項の審査，結果

の記録作成について記載さ

れており，保安規定記載は

これに整合している。 

（施設管理活動の不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置） 

第 18 条 施設所管ＧＭは，施設管理の対象となる施設及びプロセス

の監視及び点検により，以下の(1)及び(2)の状態に至らないよう通

常と異なる状態を監視・検知し，必要な是正処置を講じるとともに，

以下の(1)及び(2)に至った場合，不適合管理を行ったうえで，是正

処置を講じる。 

(1) 施設管理を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮

しうることを確認・評価できない場合 

(2) 最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあっ

て，定めたプロセスに基づき，施設管理が実施されていることが確

認・評価できない場合 

２ 施設所管ＧＭは，他の原子力施設の運転経験等の知見を基に，自

らの組織で起こり得る問題の影響に照らし，適切な未然防止処置を

講じる。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

8. 評価及び改善 

8.3 不適合の管理 

(1) 組織は，個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され，

又は個別業務が実施されることがないよう，当該機器等又は個別業

務を特定し，これを管理する。 

(2) 組織は，不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及

び権限を手順書等に定める。 

(3) 組織は，次に掲げる方法のいずれかにより，不適合を処理する。 

ａ．発見された不適合を除去するための措置を講ずること。 

・本文七 8. 評価及び改善

に，不適合管理，是正処置，

未然防止処置について記載

があり，保安規定記載はこ

れに整合している。 
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ｂ．不適合について，あらかじめ定められた手順により原子力の安

全に及ぼす影響について評価し，機器等の使用又は個別業務の実施

についての承認を行うこと（以下「特別採用」という。）。 

ｃ．機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための

措置を講ずること。 

ｄ．機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合について

は，その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置

を講ずること。 

(4) 組織は，不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措

置（特別採用を含む。）に係る記録を作成し，これを管理する。 

(5) 組織は，(3)ａ．の措置を講じた場合においては，個別業務等

要求事項への適合性を実証するための検証を行う。 

8.5 改善 

8.5.1 継続的な改善 

組織は，品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために，

品質方針及び品質目標の設定，マネジメントレビュー及び内部監査

の結果の活用，データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評

価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに，当該改善の実

施その他の措置を講じる。 

8.5.2 是正処置等 

(1) 組織は，個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影

響に応じて，次に掲げるところにより，速やかに適切な是正処置を

講じる。 

ａ．是正処置を講ずる必要性について次に掲げる手順により評価を

行う。 

(a) 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化 

(b) 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その

他の事象が発生する可能性の明確化 

ｂ．必要な是正処置を明確にし，実施する。 

ｃ．講じた全ての是正処置の実効性の評価を行う。 

ｄ．必要に応じ，計画において決定した保安活動の改善のために講

じた措置を変更する。 

ｅ．必要に応じ，品質マネジメントシステムを変更する。 

ｆ．原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して，根

本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し，実施する。 

ｇ．講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し，これを管

理する。 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に定める。 
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(3) 組織は，手順書等に基づき，複数の不適合その他の事象に係る

情報から類似する事象に係る情報を抽出し，その分析を行い，当該

類似の事象に共通する原因を明確にした上で，適切な措置を講じる。 

8.5.3 未然防止処置 

(1) 組織は，使用済燃料貯蔵施設その他の施設の運転経験等の知見

を収集し，自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて，次に

掲げるところにより，適切な未然防止処置を講じる。 

ａ．起こり得る不適合及びその原因について調査する。 

ｂ．未然防止処置を講ずる必要性について評価する。 

ｃ．必要な未然防止処置を明確にし，実施する。 

ｄ．講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行う。 

ｅ．講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し，これ

を管理する。 

(2) 組織は，(1)に掲げる事項について，手順書等に定める。 

（施設管理の有効性評価） 

第 19 条 各部長は，施設管理から得られた情報等から，施設管理の

有効性を評価し，施設管理が有効に機能していることを確認すると

ともに，継続的な改善につなげる。 

２ 各部長は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，施設管理目

標の達成度及び施設管理の有効性を評価し，センター長に報告す

る。なお，施設管理の有効性評価は，以下の情報を適切に組み合わ

せる。 

(1) 施設管理目標の監視結果 

(2) 施設管理データの推移 

(3) トラブル等運転経験 

(4) 他の原子力施設のトラブル及び経年劣化に係るデータ 

３ センター長は，各部長が報告した各施設管理の施設管理目標の達

成度及び有効性評価から，定期的に施設管理全体の有効性を評価

し，施設管理全体が有効に機能していることを確認するとともに，

施設管理の継続的な改善につなげる。 

４ 各部長は，施設所管ＧＭに，施設管理の有効性評価の結果とその

根拠及び改善内容について記録させ，承認する。 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の

監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合

（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる

場合を含む。）においては，妥当性確認を行う。 

(2) 組織は，(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得るこ

とができることを，(1)の妥当性確認によって実証する。 

(3) 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，

これを管理する。 

(4) 組織は，(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，

次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められ

るものを除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認の方法 

・本文七号 7.5.2 個別業

務の実施に係るプロセスの

妥当性確認に，施設管理を

含む個別業務について個別

業務の実施に係るプロセス

の妥当性確認（有効性評価）

に係る記載があり，保安規

定記載はこれと整合してい

る。 

(構成管理) 

第 20 条 施設所管ＧＭは，施設管理を通じ以下の要素間の均衡を構

築していく。 

(1) 設計要件（第５条 7.1 に示す個別業務等要求事項のうち，「構築

物，系統，及び機器がどのようなものでなければならないか」とい

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

4. 品質マネジメントシステム 

・本文七 4.1 品質マネジ

メントシステムに係る要求

事項(3)に施設構成情報（品

詞室マネジメント文書）に

係る記載があり，また，7.3 
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う要件を含む第５条 7.3 で実施する設計に対する要求事項をい

う。） 

(2) 施設構成情報（構築物，系統及び機器がどのようなものかを示す

図書，情報をいう。） 

(3) 物理的構成（実際の構築物，系統，及び機器をいう。） 

4.1 品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(3) 組織は，使用済燃料貯蔵施設に適用される関係法令（以下「関

係法令」という。）を明確に認識し，品管規則が要求する文書その他

品質マネジメントシステムに必要な文書（記録を除く。以下「品質

マネジメント文書」という。）に明記する。 

 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.3 設計開発 

（中略） 

7.3.2 設計開発に用いる情報 

(1) 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であ

って，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記

録を作成し，これを管理する。 

ａ．機能及び性能に関する要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計

開発に用いる情報として適用可能なもの 

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

(2) 組織は，設計開発に用いる情報について，その妥当性を評価し，

承認する。 

設計開発に設計開発に用い

る要求事項等に係る記載が

あり，保安規定記載はこれ

と整合している。 

(情報共有) 

第 21 条 施設所管ＧＭは，施設管理を行うべき設備の維持又は運用

に必要な保安に関する技術情報について，リサイクル燃料備蓄センタ

ー技術協力会議他において他の事業者と共有する。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.4 調達 

7.4.1 調達プロセス 

(6) 組織は，調達物品等を調達する場合には，個別業務計画におい

て，適切な調達の実施に必要な事項（当該調達物品等の調達後にお

けるこれらの維持又は運用に必要な技術情報（使用済燃料貯蔵施設

の保安に係るものに限る。）の取得及び当該情報を他の原子力事業者

等と共有するために必要な措置に関する事項を含む。）を定める｡ 

・本文七 7.4.1 調達プロ

セスに，他の原子力事業者

等との情報共有に係る記載

があり，保安規定記載はこ

れに整合している。 

(設計管理) 

第 22 条 施設所管ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の工事を行う場合，

第５条 7.3 の適用対象となる，設備，施設，ソフトウェアに関する

新たな設計又は過去に実施した設計結果の変更に該当するかどう

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

・本文七号 7.3 設計開発

に，設計開発に用いる情報

について記載があり，保安

規定記載はこれに整合して
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かを判断する。 

２ 施設所管ＧＭは，前項において第５条 7.3 の適用対象と判断し

た場合，次に掲げる要求事項を満たす設計を実施する。 

(1) 施設管理活動の結果の反映及び既設設備への影響の考慮を含

む，機能及び性能に関する要求事項 

(2) 「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」の規定及び事

業変更許可申請書の記載事項を含む，適用される法令・規制要求事

項 

(3) 適用可能な場合には，以前の類似した設計から得られた情報 

(4) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項  

３ 前項における設計には，機器等の使用前事業者検査等及び作業

管理の実施を考慮する。 

 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

7.3 設計開発 

7.3.2 設計開発に用いる情報 

(1) 組織は，個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であ

って，次に掲げるものを明確に定めるとともに，当該情報に係る記

録を作成し，これを管理する。 

ａ．機能及び性能に関する要求事項 

ｂ．従前の類似した設計開発から得られた情報であって，当該設計

開発に用いる情報として適用可能なもの 

ｃ．関係法令 

ｄ．その他設計開発に必要な要求事項 

いる。 

(作業管理) 

第 23 条 施設所管ＧＭは，設計のアウトプットに基づき工事を実施

する。 

２ 施設所管ＧＭは，使用済燃料貯蔵施設の工事及び点検を行う場

合，使用済燃料貯蔵施設の安全を確保するため，次に掲げる事項を

考慮した作業管理を行う。 

(1) 他の原子炉施設及び周辺環境からの影響による作業対象設備の

損傷及び劣化の防止 

(2) 使用済燃料貯蔵施設の使用開始後の施設管理上重要な初期デー

タの採取 

(3) 作業工程の管理 

(4) 使用済燃料貯蔵施設の使用開始までの作業対象設備の管理 

３ 施設所管ＧＭは，前項の作業管理の実績を確認し，使用済燃料貯

蔵施設の安全が確保されていることを評価し記録する。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

7. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 

（中略） 

7.5 個別業務の管理 

7.5.1 個別業務の管理 

組織は，個別業務計画に基づき，個別業務を次に掲げる事項（当該

個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合

するように実施する。 

(1) 使用済燃料貯蔵施設の保安のために必要な情報が利用できる

体制にあること。 

(2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。 

(3) 当該個別業務に見合う設備を使用していること。 

(4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり，かつ，当該設

備を使用していること。 

(5) 8.2.3 に基づき監視測定を実施していること。 

(6) 品質管理に関する事項に基づき，プロセスの次の段階に進むこ

との承認を行っていること。 

7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 

(1) 組織は，個別業務の実施に係るプロセスについて，それ以降の

監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合

（個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる

・本文七号 7.個別業務に

関する計画の策定及び個別

業務の実施に，作業管理を

含む個別業務について，基

本的な方針について記載が

あり，保安規定の記載はこ

れに整合している。 
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場合を含む。）においては，妥当性確認を行う。 

(2) 組織は，(1)のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得るこ

とができることを，(1)の妥当性確認によって実証する。 

(3) 組織は，妥当性確認を行った場合は，その結果の記録を作成し，

これを管理する。 

(4) 組織は，(1)の妥当性確認の対象とされたプロセスについて，

次に掲げる事項（当該プロセスの内容等から該当しないと認められ

るものを除く。）を明確にする。 

ａ．当該プロセスの審査及び承認のための判定基準 

ｂ．妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法 

ｃ．妥当性確認の方法 

（使用前事業者検査の実施） 

第 24 条 センター長は，設計及び工事の計画の認可又は設計及び工

事の計画の届出（以下，本条において「設工認」という。）の対象

となる使用済燃料貯蔵施設について，設置又は変更の工事にあた

り，設工認に従って行われたものであること，「使用済燃料貯蔵施

設の技術基準に関する規則」へ適合することを確認するための使

用前事業者検査（以下，本条において「検査」という。）を統括す

る。 

  なお，旧法に基づく使用前検査の準備についても，同様に準備す

るものとする。 

２ 技術ＧＭは，第６条に定める保安に関する組織のうち，検査対象

となる設備の設置又は変更の工事を実施した組織とは別の組織の

者を検査実施ＧＭとして指名する。 

３ 検査実施ＧＭは，自ら検査実施責任者となるか，第６条に定める

保安に関する組織のうち，検査の独立性確保を考慮し，検査実施責

任者を指名する。 

４ 前項の検査実施責任者は，次の各号を実施する。 

(1) 検査の実施体制を構築する。 

(2) 検査要領書※を定め，それを実施する。 

(3) 検査対象の使用済燃料貯蔵施設施設が下記の基準に適合してい

ることを判断するために必要な検査項目と，検査項目毎の判定基

準を定める。 

a）設工認に従って行われたものであること。 

b）「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」に適合するもので

あること。 

(4) 検査項目毎の判定結果を踏まえ，検査対象の使用済燃料貯蔵施

設が前号 a) 及び b) の基準に適合することを最終判断する。 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

8. 評価及び改善 

8.2.4 機器等の検査等 

(1) 組織は，機器等に係る要求事項への適合性を検証するために，

個別業務計画に従って，個別業務の実施に係るプロセスの適切な段

階において，使用前事業者検査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 組織は，使用前事業者検査等又は自主検査等の結果に係る記録

を作成し，これを管理する。 

(3) 組織は，プロセスの次の段階に進むことの承認を行った要員を

特定することができる記録を作成し，これを管理する。 

(4) 組織は，個別業務計画に基づく使用前事業者検査等又は自主検

査等を支障なく完了するまでは，プロセスの次の段階に進むことの

承認をしない。ただし，当該承認の権限を持つ要員が，個別業務計

画に定める手順により特に承認をする場合は，この限りでない。 

(5) 組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の独

立性（使用前事業者検査等を実施する要員をその対象となる機器等

を所管する部門に属する要員と部門を異にする要員とすることその

他の方法により、使用前事業者検査等の中立性及び信頼性が損なわ

れないことをいう。）を確保する。 

(6) 組織は，保安活動の重要度に応じて，自主検査等の独立性（自

主検査等を実施する要員をその対象となる機器等を所管する部門に

属する要員と必要に応じて部門を異にする要員とすることその他の

方法により，自主検査等の中立性及び信頼性が損なわれないことを

・本文七号 8.2.4 機器等の

検査等に，使用前事業者検

査等について記載があり，

保安規定記載はこれに整合

している。 
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※：検査を行うにあたっては，あらかじめ，検査の時期，対象，以下

に示す方法その他必要な事項を定めた検査要領書を定める。 

a 設工認に従って行われたものであること。 

b 機能及び性能を確認するために十分な方法 

c その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行

われたものであることを確認するために十分な方法 

 

５ 検査実施責任者は検査項目毎の判定業務を検査員に行わせるこ

とができる。このとき，検査員として次の各号に掲げる事項のいず

れかを満たすものを指名する。 

(1) 第６条に定める保安に関する組織の者のうち，検査対象となる

設備の設置又は変更の工事を実施した者とは別の者。 

(2) 検査対象となる設備の設置又は変更の工事の調達における供給

者のなかで，当該工事を実施した者とは別の者。 

(3) 前号に掲げる供給者とは別の，当該検査業務に係る役務の供給

者。 

６ 検査実施責任者は，検査内容及び検査対象設備の重要度に応じ

て，検査実施責任者及び前項に規定する検査員の立会頻度を定め，

それを実施する。 

７ 各ＧＭは，第４項及び第５項に係る事項について，次の各号を実

施する。 

(1) 検査業務に係る役務を調達する場合，当該役務の供給者に対し

て管理を行う。 

(2) 検査に係る記録の管理を行う。 

(3) 検査に係る要員の教育訓練を行う。  

 

（定期事業者検査の実施） 

 

（使用済燃料貯蔵施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施

設管理方針） 

いう。）を確保する。 

第 8 章 緊急時の措置   

第 9 章 保安教育   

（センター員への保安教育） 

第25条 使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行うセンター員への

保安教育を実施するにあたり，具体的な保安教育の内容及びその見

直し頻度を「教育及び訓練マニュアル」に定め，これに基づき次の

【添付書類三】 

ハ．その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に

関する事項 

(9) 教育・訓練 

・添付書類三(9)教育訓練

に，基本的な方針の記載が

あり，保安規定記載はこれ

に整合している。 
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各号を実施する。 

(1) 総務ＧＭは，毎年度，使用済燃料貯蔵施設の操作及び管理を行

うセンター員への保安教育実施計画を表 25-１の実施方針に基づい

て作成し，センター長の承認を得る。 

(2) 総務ＧＭは，(1)の保安教育実施計画の策定にあたり，第８第２

項に基づき保安委員会の確認を得る。 

(3) 各ＧＭは，(1)の保安教育実施計画に基づき，保安教育を実施す

る。総務ＧＭは，年度毎に実施結果をセンター長へ報告する。ただ

し，各ＧＭが，定められた基準に従い，各項目の全部又は一部につ

いて十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，

該当する教育について省略することができる。 

(4) 総務ＧＭは，具体的な保安教育の内容について，定められた頻

度に基づき見直しを行う。 

 

（協力企業従業員への保安教育） 

 

 

 

 
表 25-１ センター員への保安教育実施方針 

 

 
 

使用済燃料貯蔵施設の設計，工事，操作，保守及びこれらに付随す

る業務の円滑な遂行に必要な知識・技能の習得及び資質の向上を図

るため，技術者等に対し以下のとおり教育・訓練を適宜行う。 

ａ．社内における研修，設計等の実務経験を通じて使用済燃料貯蔵

に関する知識を習得させる。 

ｂ．建設工事の進捗に合わせて，建設工事に直接従事させることに

より，設備等に対する知識の向上を図る。また，工事及び操作の実

務を通じて，操作及び保守に係る十分な技術的能力を取得させる。 

ｃ．技術者に対しては，ＯＪＴ（オンザジョブトレーニング），定期

的な保安教育等を実施し，安全に係る知識・技能を習得させるとと

もに，必要な知識・技能が確実に身に付いていることを定期的に確

認する制度を設け，技術レベルの維持・向上を図る。 

 （中略） 

ｆ．業務に従事する技術者,事務系社員及び協力会社社員に対して

は,各役割に応じた自然災害発生時の対応等に必要となる技能の維

持と知識の向上を図るため,計画的かつ継続的に教育・訓練を実施す

る。 
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※1：各ＧＭが，別途定められた基準に従い，各項目の全部又は一部について

十分な知識及び技能を有しているものと認めた者については，該当する教育

について省略することができる。 

※2：各対象者に要求されている教育項目は，対象者となった時点から課せら

れる。 

◎：全員が教育の対象 

○：業務に関連する者が教育の対象 

×：教育の対象外 

（   ）：合計の教育時間 

第 11 章 記録および報告   

（記 録） 

第 26 条 組織は，表 26-１，表 26-2 に定める保安に関する記録を

適正に作成し，保存する。なお，記録を作成する場合は，法令に

定める記録に関する事項を遵守する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文】 

七、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する事項 

4. 品質マネジメントシステム 

4.2.4 記録の管理 

(1) 組織は，品管規則に規定する個別業務等要求事項への適合及び

品質マネジメントシステムの実効性を実証する記録を明確にすると

ともに，当該記録を，読みやすく容易に内容を把握することができ，

かつ，検索することができるように作成し，保安活動の重要度に応

じてこれを管理する。 

 

 

 

 

 

 

・本文七号 4.2.4 記録の管

理に，記録に係る記載があ

り，保安規定記載はこれに

整合してい，る。 
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表 26-１ 保安記録（１／８） 

 
 
表 26-１ 保安記録（２／８） 
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表 26-１ 保安記録（３／８） 

 
 

表 26-１ 保安記録（４／８） 
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表 26-１ 保安記録（５／８） 

 
 

表 26-１ 保安記録（６／８） 
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表 26-１ 保安記録（７／８） 

 
 

 

表 26-１ 保安記録（８／８） 

 
 

 

 

 

 

 



リサイクル燃料備蓄センター 保安規定に対する事業許可との整合性確認資料 

26 

 

RFSTS0027 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

保安規定条文 事業許可記載 事業許可との整合性説明 

表 26-２ 保安記録（品質マネジメントシステム関連）（１／２） 
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表 26-２ 保安記録（品質マネジメントシステム関連）（２／２） 

 
 

 

（報 告） 

第 11章 使用済燃料貯蔵施設の使用を開始する前までに定

める事項 

  

（使用済燃料貯蔵施設の使用を開始する前までに定める事項） 

第 27 条 使用済燃料貯蔵施設の使用を開始する前までに，表

27-１に示す事項を定めて認可を受ける。また，この規定の条

文についても，使用済燃料貯蔵施設の使用を開始する前まで

に，段階的に必要な変更を行い，認可を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 ・保安規定審査基準の記載

「貯蔵規則第３７条第１項

各号において定められてい

る事項の中には、設置の工

事に着手する段階で定める

ことが困難であり、かつ、そ

れらをその段階で定めてい

なくても災害の防止上支障

がない事項が存在すること

から、使用済燃料を初めて

事業所に搬入するまでの間

において適用される保安規
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表 27-１ 保安規定に段階的に定める事項（１／３） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定の審査に当たっては、そ

れらの事項を定める時期が

設定されていること及びそ

の時期までにそれらの事項

を定めることにより、災害

の防止上支障がないものと

認められることを審査にお

いて確認することとする。」

と保安規定記載は整合して

いる。 
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表 27-１ 保安規定に段階的に定める事項（２／３） 
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表 27-１ 保安規定に段階的に定める事項（３／３） 

 
 

 

附則   

附則 

１．この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から社長が指定

する日より施行する。 

 

（事業許可記載なし） 

 

 


